
�愛媛県告示第１１７４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１７５号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第１項の規定に基づき、次のとおり特別保護地区を指定する。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

モニタリングステーション及びポス
ト移設・耐震化整備業務の委託 一
式

愛媛県県民環境部
防災局原子力安全
対策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年９月１９日

日立アロカメディカル
株式会社
松山営業所
愛媛県松山市北土居３
丁目１５番１８号

６７，０４２，５００円 一般競争入札 平成２５年８月９日

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

黒瀬ダ

ム鳥獣

保護区

特別保

護地区

西条市黒瀬の黒瀬ダム

えん堤北端を起点とし、

ここから同えん堤を南に

進み、市道大保木５号線

に出て、同市道を西ない

し南東に進み、雨乞谷橋

を経て、更に同市道をほ

ぼ西ないし南西に進み、

柳瀬橋南端に至る。ここ

平成２５年

１１月１日

から平成

３５年１０月

３１日まで

当該地域は、県

内有数のカモ類の

飛来地となってい

ることから、湖水

面を中心に特別保

護地区に指定し、

当該区域に生息す

る鳥獣の生息環境

を保全する。また、

から同ダムの満水時の貯

水線に沿って、加茂川を

上流に進み、同貯水線南

端で同川を横切り、県道

西条久万線に出て、同県

道をほぼ北西に進み、上

の原を経て、更に同県道

を東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

水質を適切に保持

し、鳥獣の生息環

境に著しい影響を

及ぼすことのない

よう留意する。

なお、加茂川に

おいてアユ等水産

資源に被害を及ぼ

しているカワウに

ついては、適切な

個体数調整に努め

る。

滑床成

川鳥獣

保護区

特別保

護地区

宇和島市所在の国有林

２０６１林班ほ小班、２０６２林

班中は及びにの各小班、

２０６３林班中と、ち及びぬ

の各小班、２０６４林班と小

同 上 当該地域は、足

摺宇和海国立公園

の特別地域に指定

されており、多様

な鳥獣の良好な生

毎週（火・金）曜日発行 第２５１７号 平成２５年１０月２９日

平成２５年１０月２９日火曜日 第２５１７号
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�愛媛県告示第１１７７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７６号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２９条第７項第４号の規定に基づき次のとおり特別保護指定区域を

指定し、及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令（平

成１４年政令第３９１号）第２条の規定に基づき次のとおり当該特別保

護指定区域の指定期間を指定した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

班、２０６５林班中い、ろ、

ほ及びへの各小班、２０６６

林班ろ小班、２０６７林班ろ

小班、２０６８林班ろ小班並

びに２０６９から２０７１までの

各林班の区域

息環境となってい

ることから、特別

保護地区に指定し、

当該区域に生息す

る鳥獣の生息環境

を保全する。また、

渓谷周辺の自然環

境を適切に保持し、

鳥獣の生息環境に

著しい影響を及ぼ

すことのないよう

留意する。

なお、ニホンジ

カによる被害が増

加し、鳥獣の生息

環境の悪化や森林

の公益的機能の低

下が危惧されてい

ることから、適切

な個体数調整に努

める。

名 称 区 域 期 間

黒瀬ダム

鳥獣保護

区特別保

護指定区

域

西条市黒瀬の黒瀬ダムの常時

満水位の貯水線に囲まれた区域

黒瀬ダム鳥獣保護区特

別保護地区の存続期間

（平成２５年１１月１日か

ら平成３５年１０月３１日ま

で）の毎年１０月１日か

ら翌年３月３１日までの

期間

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００３６７ ＮＰＯ法人レッチーノ 伊予市森甲１１０２番地 松 下 勝 則 放課後等デイ
サービス 多機能型事業所てらす 松山市平井町甲２２９３番

地４
平成２５年
９月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００５５４ 株式会社しまなみサポ
ート 今治市山路４６７番地１ 八 木 啓 造 就労継続支援

Ｂ型 サポートかけはし 今治市山路４６６番地１ 平成２５年
９月１日

３８１０２００５６２ 特定非営利活動法人続
ける力

今治市桜井三丁目９番
５号 山 崎 昭 人 就労移行支援 多機能型事業所未来 今治市桜井三丁目９番

５号
平成２５年
９月１日

３８１０２００５６２ 特定非営利活動法人続
ける力

今治市桜井三丁目９番
５号 山 崎 昭 人 就労継続支援

Ａ型 多機能型事業所未来 今治市桜井三丁目９番
５号

平成２５年
９月１日

３８１０６００４９８ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台二丁目９番地 齊 藤 正 俊 居宅介護 ニチイケアセンター登

道
西条市大町１５７２番２－
２

平成２５年
９月１日

３８１０６００４９８ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台二丁目９番地 齊 藤 正 俊 重度訪問介護 ニチイケアセンター登

道
西条市大町１５７２番２－
２

平成２５年
９月１日

３８１０６００４９８ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台二丁目９番地 齊 藤 正 俊 同行援護 ニチイケアセンター登

道
西条市大町１５７２番２－
２

平成２５年
９月１日

３８１１３００３６１ ＮＰＯ法人愛媛ワーキ
ングシフト

四国中央市寒川町４１１４
番地 進 藤 峰 生 就労継続支援

Ａ型 ミヨーネファクトリー 四国中央市寒川町４１１４
番地

平成２５年
９月１日
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愛 媛 県 報平成２５年１０月２９日 第２５１７号
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�愛媛県告示第１１７９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指

定一般相談支援事業者を指定した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東温市河之内字割石東山乙１６２４、乙１６２４の２から乙１６２４の２９ま

で

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び東温

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１８２号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

東温市河之内字西山乙１９８５の１４８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

３８１０３００４５３ 株式会社縁エンタープ
ライズ

宇和島市祝森甲１１４３番
地４０ 浅 野 ゆかり 居宅介護 ケアサポートあかり 宇和島市祝森甲３０１０番

１
平成２５年
９月５日

３８１０３００４５３ 株式会社縁エンタープ
ライズ

宇和島市祝森甲１１４３番
地４０ 浅 野 ゆかり 重度訪問介護 ケアサポートあかり 宇和島市祝森甲３０１０番

１
平成２５年
９月５日

３８１０２００５０５ 特定非営利活動法人ぽ
こあぽこ・はぁと

今治市波止浜字高部下
１４５番地１ 高 橋 亜 土 生活介護 リアン 今治市波止浜字高部下

１４５番地１
平成２５年
９月１７日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５０００９４ 社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町二
丁目８番１２号 太 田 恵理子 就労移行支援 多機能型事業所わくわ

くクラブ
新居浜市多喜浜一丁目
２番１６号

平成２５年
９月３０日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支 援 の 種 類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１３００３５９ 株式会社アイダシステ
ム

香川県丸亀市津森町８６８
番地３ 合 田 浩 三 地域移行支援 相談サポート優 四国中央市上分町７２８

番地１
平成２５年
９月４日

３８３１３００３５９ 株式会社アイダシステ
ム

香川県丸亀市津森町８６８
番地３ 合 田 浩 三 地域定着支援 相談サポート優 四国中央市上分町７２８

番地１
平成２５年
９月４日
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愛 媛 県 報平成２５年１０月２９日 第２５１７号
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� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び東温

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１８３号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和３１年１０月３１日農林省告示第７８０号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び東温

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１１８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１０月２９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年１０月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第３１号

平成２５年１０月１８日
伊予郡松前町大字恵久美字五反地７３６番１

松山市南久米町４１９番地１

大 政 英 子

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第３２号

平成２５年１０月１８日
伊予郡松前町大字浜字萱田１０３７番５

伊予郡松前町大字浜９９１番地３

増 田 史 人

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１０月１０日 特定非営利活動法人なもし開縁
隊 門 屋 哲 朗 松山市東長戸４丁目６－７ この法人は、歴史、文化、観光資源、経済活動

に着目し、地域密着型の地域振興、産業経済の
発展、村おこし・まちづくりの推進活動及び交
流の促進を支援するための事業を行い、もって
社会全体の利益の増進に寄与することを目的と
する。
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